
 

 

 

落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてくだ

さい。また、警察署又は交番・駐在所に届出をしてください。（電話での届出も可能です。） 

なお、警察署に拾得物が届けられた場合の保管期間は、「３か月」ですから、落とし物や忘

れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署等へはお早めに問い合わせてください。 

保管期間経過後は、返還することができませんので注意してください。 

こちらの「落とし物情報」を開いていただくと、愛媛県内及び全国で取り扱われた拾得物に

関する情報を見ることができます。 

 
 

 

 

 

 

愛媛県の休日（土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年１月３日までの日をいう。）を除

く平日の午前８時30分から午後５時15分までの間 

【愛媛県内の警察署一覧】 

 

 

 

 

                                          

                        
                            

                    

                                       

                                        

                              

                            
                            

                      

         

                     

                                             

                                 

 

落とし物や忘れ物をした場合 

 

【受付時間】 

 

電話でのお問い合わせの際に 

音声ガイダンスに繋がった場合 

https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/kouhyou/top.html
https://www.police.pref.ehime.jp/syo.htm

